
議第１０７号 

高山市国民健康保険条例等の一部を改正する条例について 

高山市国民健康保険条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和２年１１月３０日提出 

高山市長  國 島  芳 明

提案理由 

地方税法の改正に伴い改正しようとする。 



   高山市国民健康保険条例等の一部を改正する条例 

 （高山市国民健康保険条例の一部改正） 

第１条 高山市国民健康保険条例（昭和５６年高山市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

８ 当分の間、第２１条第１項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、同項の規定にかかわ

らず、各年の特例基準割合（当該年の前年に

租税特別措置法第９３条第２項の規定により

告示された割合に年１パーセントの割合を加

算した割合をいう。以下この項において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない

場合には、その年（以下この項において「特例

基準割合適用年」という。）中においては、年

１４．６パーセントの割合にあつては当該特

例基準割合適用年における特例基準割合に年

７．３パーセントの割合を加算した割合とし、

年７．３パーセントの割合にあつては当該特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

８ 当分の間、第２１条第１項に規定する延滞

金の年１４．６パーセントの割合及び年７．

３パーセントの割合は、同項の規定にかかわ

らず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付

割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定

する平均貸付割合をいう。）に年１パーセン

トの割合を加算した割合をいう。以下この項

において同じ。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあつてはその

年における延滞金特例基準割合に年７．３パ

ーセントの割合を加算した割合とし、年７．

３パーセントの割合にあつては当該延滞金特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算し

た割合（当該加算した割合が年７．３パーセ

ントの割合を超える場合には、年７．３パー

セントの割合）とする。 

 ９ 前項の規定の適用がある場合における延滞

金の額の計算において、同項に規定する加算

した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年

０．１パーセント未満の割合であるときは、

年０．１パーセントの割合とする。 

９～１２ （略） １０～１３ （略） 

  

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保

険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保

険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 



１３ 新型コロナウイルス感染症に感染した場

合又は発熱等の症状があり新型コロナウイル

ス感染症の感染が疑われる場合において給与

等の全部又は一部を受けることができる者に

対しては、これを受けることができる期間は、

傷病手当金を支給しない。ただし、その受ける

ことができる給与等の額が、附則第１１項の

規定により算定される額より少ないときは、

その差額を支給する。 

１４ 新型コロナウイルス感染症に感染した場

合又は発熱等の症状があり新型コロナウイル

ス感染症の感染が疑われる場合において給与

等の全部又は一部を受けることができる者に

対しては、これを受けることができる期間は、

傷病手当金を支給しない。ただし、その受ける

ことができる給与等の額が、附則第１２項の

規定により算定される額より少ないときは、

その差額を支給する。 

１４・１５ （略） １５・１６ （略） 

 （高山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 高山市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年高山市条例第２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金

の年１４．６パーセントの割合及び年７．３

パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の特例基準割合（当該年の前年に租

税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

９３条第２項の規定により告示された割合に

年１パーセントの割合を加算した割合をいう

。以下この項において同じ。）が年７．３パー

セントの割合に満たない場合には、その年（

以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年

における特例基準割合に年７．３パーセント

の割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該特例基準割合に年

１パーセントの割合を加算した割合（当該加

算した割合が年７．３パーセントの割合を超

２ 当分の間、第６条第１項に規定する延滞金

の年１４．６パーセントの割合及び年７．３

パーセントの割合は、同項の規定にかかわら

ず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割

合（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合

をいう。）に年１パーセントの割合を加算し

た割合をいう。以下この項において同じ。）が

年７．３パーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあってはその年における延滞金特

例基準割合に年７．３パーセントの割合を加

算した割合とし、年７．３パーセントの割合

にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パ

ーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える

場合には、年７．３パーセントの割合）とする



える場合には、年７．３パーセントの割合）と

する。 

。 

 ３ 前項の規定の適用がある場合における延滞

金の額の計算において、同項に規定する加算

した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年

０．１パーセント未満の割合であるときは、

年０．１パーセントの割合とする。 

３ （略） ４ （略） 

 （高山市介護保険条例の一部改正） 

第３条 高山市介護保険条例（平成１６年高山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

   附 則    附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

第４条 当分の間、第１０条第１項に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、同項の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の前

年に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。以下この条において

同じ。）が年７．３パーセントの割合に満たな

い場合には、その年（以下この条において「特

例基準割合適用年」という。）中においては、

年１４．６パーセントの割合にあっては当該

特例基準割合適用年における特例基準割合に

年７．３パーセントの割合を加算した割合と

し、年７．３パーセントの割合にあっては当

該特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した割合が年７．３パ

ーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合）とする。 

第４条 当分の間、第１０条第１項に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

７．３パーセントの割合は、同項の規定にか

かわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に

規定する平均貸付割合をいう。）に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。以下こ

の条において同じ。）が年７．３パーセントの

割合に満たない場合には、その年中において

は、年１４．６パーセントの割合にあっては

その年における延滞金特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該延滞

金特例基準割合に年１パーセントの割合を加

算した割合（当該加算した割合が年７．３パ

ーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合）とする。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における延滞

金の額の計算において、同項に規定する加算



した割合（延滞金特例基準割合を除く。）が年

０．１パーセント未満の割合であるときは、

年０．１パーセントの割合とする。 
  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の高山市国民健康保険条例附則第８項及び第９項の規定、第２条の

規定による改正後の高山市後期高齢者医療に関する条例附則第２項及び第３項の規定及び第３条

の規定による改正後の高山市介護保険条例の規定は、令和３年１月１日以後の期間に対応する延

滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。 


